






Ⅴ工事用道路 １．一般道路を搬入路としての使用制限あり

  関　　　係 ・搬入経路：

・期　　間：
・使用後の処置：

２．一般道路の占用

・期　　間： 終日、車両通行止めを基本とする。

・規制条件： 占用期間・条件・時間等は、警察及び道路管理者、区長と協議を要する。

・時間制限：

３．仮設道路設置
・工法指定の有無：

・用地関係：

・安全施設：

・工事完了後の

「存置」または「撤去」：

４．その他

・市道通行止めとするため、工事区間内には関係者以外侵入しないことを基本とする。

Ⅵ仮設備関係 １．仮設備の指定あり

２．仮設備の条件指定あり

３．仮設構造物の転用，兼用あり

・工　　種：

・内　　容：

４．イメージアップあり

・内　　容：

５．その他

・本工事の土留工は軽量鋼矢板工法を用いる計画としているが、現地状況等によりこれによりがたい場合は監督員と協議す

　ること。

明示項目 施　工　条　件
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